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大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
に
関
す
る
決
議
案
（
遠
藤
要
君
外
九
名
発
議
）

（
決
議
第
一
号
）

五
八
、　

九
、
一
二　

提
出

九
、
一
三　

可
決

決
議

　
　

九
月
一
日
未
明
、
邦
人
二
十
八
名
を
含
む
二
百
六
十
九
名
の
乗
客

　

・
乗
員
を
乗
せ
た
大
韓
航
空
機
が
ソ
連
軍
用
機
に
よ
り
撃
墜
さ
れ
た

　

事
件
は
極
め
て
重
大
で
あ
り
、
本
院
は
か
か
る
事
件
の
発
生
を
深
く

　

遺
憾
と
し
、
こ
の
事
件
の
犠
牲
者
に
深
甚
な
る
哀
悼
の
意
を
表
す
る

　

も
の
で
あ
る
。

　
　

い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
非
武
装
か
つ
無
抵
抗
の
民
間
航

　

空
機
を
撃
墜
す
る
こ
と
は
人
道
と
国
際
法
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、

　

国
際
民
間
航
空
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
も
許
さ
れ
ざ
る
行
為
で
あ

　

り
、
強
く
非
難
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
に
最
大
の
責
任
を
有
す
る
ソ

　

連
政
府
が
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
い
ま
だ
納
得
の
い
く
説
明
を
行
わ

　

ず
、
ま
た
、
関
係
国
に
よ
る
捜
索
活
動
へ
の
協
力
を
拒
ん
で
い
る
態

　

度
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

　

よ
つ
て
政
府
は
、
関
係
各
国
と
の
緊
密
な
協
力
の
も
と
に
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
あ
ら
ゆ
る
方
途
に
よ
り
、
事
件
の
真
相
究
明
に
努
め
、
大
韓
航

　

空
機
が
領
空
侵
犯
を
す
る
に
至
つ
た
原
因
を
含
め
て
可
及
的
速
や

　

か
に
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二
、
ソ
連
政
府
に
対
し
、
ソ
連
領
海
に
お
け
る
関
係
国
の
捜
索
を
許

　

可
し
、
捜
索
活
動
に
協
力
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

三
、
ソ
連
政
府
に
対
し
、
自
国
の
責
任
を
明
確
に
し
、
公
式
の
謝
罪

　

と
こ
の
種
の
事
件
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
保
障
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

四
、
犠
牲
者
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
政
府
並
び
に
大
韓
航
空
に

　

に
対
し
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

五
、
事
件
の
再
発
を
防
止
し
、
国
際
民
間
航
空
の
安
全
を
確
保
す
る

　

た
め
、
国
際
機
関
等
に
お
い
て
適
切
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う

　

努
め
る
こ
と
。

六
、
今
回
の
事
件
の
背
景
に
国
際
的
軍
事
緊
張
が
あ
る
こ
と
に
か
ん

　

が
み
、
国
際
緊
張
緩
和
の
た
め
に
最
大
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

　

右
決
議
す
る
。




